
　

平
成
26
年
度
長
島
フ
ェ
ス
タ

（
産
業
・
福
祉
・
健
康
祭
り
）
を

開
催
し
ま
す
。
抽
選
会
な
ど
楽
し

い
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。
ぜ

ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

［
農
産
物
等
品
評
会
］

○
開
催
日　

12
月
６
日
（
土
）

※
出
品
物
は
、
当
日
の
午
前
９
時

ま
で
に
自
治
公
民
館
長
が
指
定
す

る
場
所
へ
出
品
し
て
く
だ
さ
い
。

本
人
が
直
接
出
品
す
る
場
合
は
、

当
日
午
前
10
時
ま
で
に
町
総
合
町

民
体
育
館
へ
搬
入
し
て
く
だ
さ

い
。
出
品
物
の
規
格
は
、
配
布
さ

れ
る
チ
ラ
シ
を
参
照
く
だ
さ
い
。

［
長
島
フ
ェ
ス
タ
］

○
日
時

　

12
月
７
日
（
日
）

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時

○
会
場

　

町
総
合
町
民
体
育
館
駐
車
場

○
内
容

　

・
長
島
産
黒
毛
和
牛
試
食
、
販
売

　

・
各
種
団
体
に
よ
る
出
店

　

・
各
種
抽
選
会

　

・
健
康
相
談
、
福
祉
機
器
展
示
コ
ー
ナ
ー

　

・
農
地
相
談
コ
ー
ナ
ー　

な
ど

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

長
島
フ
ェ
ス
タ
実
行
委
員
会

　
（
役
場
農
林
課
内
）

　

☎
（
88
）
５
６
７
０
［
直
通
］

町
立
幼
稚
園
の
園
児
を
募
集

　

町
立
幼
稚
園
で
は
、
平
成
27
年

度
新
幼
稚
園
児
を
募
集
し
ま
す
。

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」

施
行
に
よ
り
、
本
年
度
か
ら
新
た

に
設
定
さ
れ
た
「
３
つ
の
認
定
区

分
」
の
う
ち
、
幼
稚
園
児
は
１
号

認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。（
※
在
園
児
を
含
む
）

［
幼
稚
園
児
に
必
要
な
認
定
区
分
］

○
１
号
認
定（
教
育
標
準
時
間
認
定
）

　

満
３
歳
以
上
で
、
教
育
を
希
望

す
る
場
合
で
、
幼
稚
園
と
認
定
こ

ど
も
園
が
利
用
で
き
ま
す
。

○
応
募
資
格

　

町
内
に
居
住
し
て
い
る
平
成
21

年
４
月
２
日
か
ら
平
成
24
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
児
童

○
募
集
定
員

　

鷹
巣
幼
稚
園
＝
70
人

　

獅
子
島
幼
稚
園
＝
35
人

○
入
園
の
手
続
き

　

新
規
入
園
希
望
者
は
入
園
願
書

と
支
給
認
定
申
請
書
を
、
在
園
児

は
支
給
認
定
申
請
書
を
各
幼
稚
園

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
用
紙
は

幼
稚
園
お
よ
び
町
教
育
委
員
会
教

育
総
務
課
に
あ
り
ま
す
。

○
受
付
期
間

　

11
月
10
日（
月
）～
12
月
26
日（
金
）

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

○
保
育
料
な
ど

　

・
保
育
料　

３
５
０
０
円（
月
額
）

　

・
給
食
費　

４
１
０
０
円（
月
額
）

（
※
平
成
27
年
度
は
変
更
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
）

○
保
育
時
間
な
ど

　

希
望
す
る
幼
稚
園
に
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鷹
巣
幼
稚
園

　

☎
（
86
）
１
２
６
８

　

獅
子
島
幼
稚
園

　

☎
（
89
）
３
０
４
５

地
デ
ジ
難
視
対
策
の
支
援
が

ま
も
な
く
終
了

　

国
が
実
施
し
て
い
る
地
デ
ジ
難

視
対
策
の
た
め
の
各
種
支
援
制
度

は
、
平
成
27
年
３
月
末
、
終
了
し

ま
す
。
期
限
ま
で
に
地
デ
ジ
難
視

対
策
を
完
了
す
る
た
め
に
は
、
12

月
中
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
省
地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
７
０
（
07
）
０
１
０
１

 　

出
水
地
域
農
業
用
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
適
正
処
理
推
進
協
議
会

で
は
、
廃
残
農
薬
類
回
収
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

○
回
収
日

　

11
月
17
日
（
月
）

○
時
間
お
よ
び
回
収
場
所

　

午
前
９
時
～
11
時

　
（
Ｊ
Ａ
東
馬
鈴
薯
選
果
場
）

　

午
後
１
時
～
３
時

　
（
Ｊ
Ａ
長
島
馬
鈴
薯
選
果
場
）

○
回
収
料
金
（
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
）

　

３
０
０
～
１
１
０
０
０
円

　
（
種
類
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

※
全
て
現
金
で
の
取
扱
い
に
な
り

ま
す
。
農
薬
容
器
類
は
、
洗
浄
せ

ず
ラ
ベ
ル
を
つ
け
た
ま
ま
回
収
で

き
ま
す
。
運
搬
時
は
、
廃
液
、
廃

残
農
薬
の
取
扱
い
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
農
林
課
農
政
係

　

☎
（
88
）
５
６
７
０
［
直
通
］

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

を
回
収

　

出
水
地
域
農
業
用
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
適
正
処
理
推
進
協
議
会

で
は
、
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

長
島
フ
ェ
ス
タ
を
開
催

農
業
用
使
い
残
し
農
薬
類
を
回
収
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